
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

柿生アルナ園 

ショートステイご利用案内 

特別養護老人ホーム 柿生アルナ園 

電話 044-987-0021 



１．お申し込み 
介護支援専門員（ケアマネージャー）を通してお申し込み下さい。  

その際、利用者氏名、利用期間、介護度、利用理由をお申し出下さい。  

 

 

２．サービスの内容 
心身の状況と、ご家族・利用者のご要望から、ご利用期間中のケアプランを立て、居室、食事、

介護サービス、その他の介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、担当ケア 

マネージャーに、ご利用中の様子をお伝えします。 

 

ご予約日の数日～1週間ほど前に、相談員がご家族にお電話します。 

その際ご家族と相談のうえ、ご来園・お帰りのお時間を決めます。 

来園時、退園時ともにご家族の付き添いをお願いします。 

 

※ （月）～（金）、祝祭日の 10：20 から 15：30 までは、アルナ園の車のご利用が可

能です。この時間以外や（土）（日）の場合は、タクシーやご家族の車等でお願

いします。その場合の車の手配は、ご家族で行なってください。 

 

 

基本的には定員２名の居室になりますが、各部屋に洗面所、各人の収納スペース

が用意してあります。 

 

 

朝  食   ８：００  ～  ８：４５ 

昼  食   １２：００ ～ １２：４５ 

夕  食   １８：００ ～ １８：４５ 

 

◇原則として、各階の食堂にてお召し上がりいただきます。 

◇管理栄養士による適温給食を実施します。 

 

 

週に最低２回入浴して頂けます。 

但し、状態に応じて清拭となる場合があります。 

 

 

ケアプランに沿って、着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位交換、  

シーツ交換、移動等必要な介助を行ないます。 

 

 

生活相談員に介護以外の日常生活に関する事も含めてご相談できます。 

 

 

四季折々の入居者交流等の行事を行います。 

行事によっては、別途参加費用がかかる物もあります。 
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居 室 
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ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 

ｻｰﾋﾞｽ 



３．持ち物について 

後期高齢者医療保険証（原本でもコピーでも可）、介護保険負担割合証（原本でもコピーでも 

可）、介護保険負担限度額認定証（お持ちの方のみ）、かかりつけ病院の診察券、常備薬、 

歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、上履き 

 

◆常備薬は、一回分毎にホチキス等でまとめ、名前を書き、必要回数分お持ち下さい。 

また、薬局から出ているお薬の説明書のコピーをお持ち下さい。 

お薬の内容に変更があった場合は、ご利用時に最新の情報をお持ち願います。 

誤服薬事故を防ぐ為、ご面倒ですがお願いします。 

◆寝巻きや普段着類は、当園でご用意いたしておりますので、ご持参の必要はありませんが、 

ご自身の物を身に付けたい方だけ、着替え等を持参してください。 

その場合、汚れ物以外は洗濯をいたしませんのでご了承下さい。 

◆お持ち物には、着ている物も含めて必ず名前を付けてください。 

また、お手数ですが、持ち物の一覧表を書いてお持ち下さい。 

◆以上の持ち物以外に特に必要な物があれば、事前にご相談下さい。 

尚、オムツ類、車イス、ポータブルトイレは当園でご用意できます。 

※指輪等の装飾品は管理できませんので、ご家族で保管をお願いいたします。 

 

４．緊急時の対応について 
当園ご利用中、ご利用者に不慮の事故が起きたり、病気になったりした場合、ご家族に直ちに 

連絡を取り、ご家族の判断を仰ぎますが、ご家族との連絡が取れず、緊急を要する場合は、 

下記の様に対応しますのでご了承下さい。 

 

   ◇主治医、入院先のある場合は、その医師の指示に従う 

   ◇救急指定病院（たま日吉台病院等）に受診し、その医師の指示に従う 

   ◇当園の嘱託医の指示に従う 

   場合により受診が先で、ご連絡が後になる事がありますが、ご了承下さい。  

   

５．費用・支払方法 

 
介護度に応じた費用     ×  在日数 ・・・ 介護保険適用 

衣類レンタル \100       

          居 住 費 \840       ×  在日数 ・・・ 介護保険適用外
．

 

          食 費 \1,380        減免制度があります(※)  

           利用翌月の２７日に口座振替にてお支払いただきます  

 

クラブ活動（華道、書道等）、売店お菓子、喫茶、ティッシュペーパー、カミソリ等 

のお支払は、退園時に現金にてお支払頂きます様、ご了承下さい。  

※減免制度について 

「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、ご利用の際に必ずご提示願います。 

お持ちであってもご提示が無い場合は、基準額でのご利用となります。 

申請等の基準については、裏面の通りです。 

ご利用料 

その他費用 



介護保険負担限度額認定証 
減額を受ける為には市（区）町村の窓口に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を

受け、当園にご提示いただくことが必要となります。すでにお持ちの方は入居時にご提示

願います。入居するにあたって申請される方は、ご家族での手続きをお願い致します。 

認定証のご提示が無い場合は、基準費用額（食費 1,380 円/日）でのご利用となります。 

 

◆所得の低い方の居住費・食費の負担限度額           

 居住費多床室の場合 食  費 

① ・老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が 

     住民税非課税 

・生活保護の受給者等                  

0 円／日 300 円／日 

② 世帯全員が住民税非課税で課税年収額と合計所得金 

額の合計が８０万円以下の方     
370 円／日 390 円／日 

③ 世帯全員が住民税非課税で上記②に該当しない方 

（課税年金収入が８０万超２６６万円未満の方等）   
370 円／日 650 円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


